
令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室） 

項 目 名 スタートアップ等が事業全体を担保に金融機関から成長資金を調達で
きる制度（事業成長担保権）の創設に伴う所要の措置 

税 目 登録免許税、国税徴収法 

要

望

の

内

容 

 
スタートアップ等への円滑な資金供給を促し、融資を促進するための制度

（事業成長担保権）の創設に伴い、所要の整備を進めること。 
 
 

 

 平年度の減収見込額    ― 百万円 

(制度自体の減収額) (    ― 百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (    ― 百万円) 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴  政策目的 

スタートアップや事業承継・再生企業等への円滑な資金供給を促す観点か
ら、事業全体を担保に金融機関から成長資金を調達できる制度（事業成長担
権）を創設し、我が国のスタートアップ等の幅広い企業に対する円滑な資金提
供を通じて企業・経済の持続的な成長を図る。 

 

⑵  施策の必要性 

ＤＸやＧＸ等に伴う産業構造の変化が生じている中、スタートアップ等にと
っては、不動産等の有形資産担保や経営者保証等なしに融資を受けることは難
しく、また、出資による資金調達だけでは経営者の持分が希薄化するため、成
長資金を経営者の意向に応じて最適な方法で調達できるよう環境を整備するこ
とが必要である。 

 

 

今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 
Ⅰ―３ 金融仲介機能の十分な発揮に向けた制度・環境整備と
金融モニタリングの実施 
 
＜新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版
（抄）＞ 
企業のノウハウや顧客基盤等の知財・無形資産を含む事業全体
を担保に資金調達できる法制度（「事業成長担保権」）を検討
し、早期の法案提出を目指す。 
 
 



政 策 の 

達成目標 

 
事業者が最適な方法で資金を調達でき、金融機関においても

融資に取り組みやすい環境を整備することで、事業の継続及び
成長を促し、企業・経済の持続的成長を実現すること。 
 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

  

 ― 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

  

 ― 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

  

 ― 
 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

  

 ― 
 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
スタートアップ等が事業全体を担保に金融機関から成長資金

を調達できる制度の創設に伴う税制上の取扱いを明確化するも
のであり、手段として有効である。 
 
 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税 

制上の措置 

 
地方税（国税徴収法と連動した要望） 
 
 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

  
― 

 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

  

 ― 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
スタートアップ等が事業全体を担保に金融機関から成長資金

を調達できる制度の創設に伴う税制上の取扱いを明確化するも
のであり、措置として妥当である。 
 
 

こ
れ
ま
で
の
租
税

特
別
措
置
の
適
用

実
績
と
効
果
に
関

連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

  
 ― 
 
 

 租特透明化

法に基づく

  
 ― 
 



適 用 実 態 

調 査 結 果 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

  
 ― 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

  
 ― 
 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

  
 ― 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

  
昨年度に続けて２度目の要望である。 
 
 

 


